
令和４年９月２日（定例会９月会議）

三春町議会提出議案書

三 春 町



付 議 案 件

議案第４６号 紫雲閣修繕工事請負変更契約について

議案第４７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４８号 三春町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

議案第４９号 三春町地区公共施設設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５０号 田村広域行政組合規約の変更について

議案第５１号 田村広域行政組合の解散に伴う田村広域行政組合会館、田村地方衛生処理セン

ター、田村広域行政組合地域イントラネット及び車両の財産処分について

議案第５２号 令和３年度三春町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

議案第５３号 令和３年度三春町宅地造成事業会計剰余金の処分について

議案第５４号 令和４年度三春町一般会計補正予算（第４号）について

議案第５５号 令和４年度三春町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

議案第５６号 令和４年度三春町病院事業会計補正予算（第２号）について

同意第１６号 教育委員会教育長の任命につき議会の同意を求めることについて

同意第１７号 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて

同意第１８号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて

諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

認定第 １号 令和３年度三春町一般会計歳入歳出決算認定について

認定第 ２号 令和３年度三春町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ３号 令和３年度三春町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ４号 令和３年度三春町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ５号 令和３年度三春町町営バス事業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ６号 令和３年度三春町放射性物質対策特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ７号 令和３年度三春町病院事業会計歳入歳出決算認定について

認定第 ８号 令和３年度三春町水道事業会計歳入歳出決算認定について

認定第 ９号 令和３年度三春町下水道事業等会計歳入歳出決算認定について

認定第１０号 令和３年度三春町宅地造成事業会計歳入歳出決算認定について

報 告 事 項

報告第６号 令和３年度財政の健全化に関する比率の報告について

報告第７号 令和３年度三春町第三セクターの経営状況報告について



1

議案第４６号

紫雲閣修繕工事請負変更契約について

紫雲閣修繕工事について、次のとおり請負変更契約を締結するため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年三春町条例第１３号）

第２条の規定により、議会の議決を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

記

１ 契約の目的 紫雲閣修繕工事

２ 契約金額 変更前 ４５，５８４，０００円

変更後 ６３，５８０，０００円

３ 契約の相手方 福島県田村郡三春町大字実沢字樋ノ入４２－３

株式会社菊地住建

代表取締役 菊地 和裕
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議案第４７号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

職員の育児休業等に関する条例（平成４年三春町条例第２号）の一部を別紙のとお

り改正する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例（平成４年三春町条例第２号）の一部を次のように

改正する。

第２条第３号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、

次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中「第２条の５」を「当該子の

出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては

当該期間内の末日から６月を経過する日、第２条の５」に、「２歳」を「当該子が２

歳」に改め、同号イを次のように改める。

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

（ア） その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当

該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当してす

る育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日。以下この号において同じ。）において育児休

業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当して当該

子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとす

るもの

（イ） その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場

合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職

に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任

期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの

第２条第３号ウを削る。

第２条の３第３号中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を

養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員

の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末
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日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の

末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日

後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該

任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようと

する場合であって、」を「養育する非常勤職員が、」に、「とき」を「場合（当該子

についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第６

号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、町長が定め

る特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合）」に改め、同号

イを同号ウとし、同号ア中「する育児休業」を「前号に掲げる場合に該当してする育

児休業」に、「する地方等育児休業」を「同号に掲げる場合又はこれに相当する場合

に該当してする地方等育児休業」に改め、同号中アをイとし、同号にアとして次のよ

うに加える。

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合

に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若し

くはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該

育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた

日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げ

る場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあって

は、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第２条の３第３号に次のように加える。

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の
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１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間において

この号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

第２条の４を次のように改める。

第２条の４ 削除

第２条の５中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当

該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更

新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合であって、」を「養育する非常勤職員が、」に、「各号」

を「各号に掲げる場合」に、「とき」を「場合（当該子についてこの条の規定に該当

して育児休業をしている場合であって次条第６号に掲げる事情に該当するときは第２

号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあ

っては同号に掲げる場合に該当する場合）」に改め、同条中第２号を第３号とし、第

１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。

（１） 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配

偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休

業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以

前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第２条の５に次の１号を加える。

（４） 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間に

おいてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第３条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、同条第７号中

「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職

員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に

特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「任期」を「育児休業に係る子に
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ついて、当該更新前の任期」に、「当該引き続き採用される」を「当該採用の」に改

め、同号を同条第６号とし、同条の次に次の１条を加える。

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間）

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間は、５７日間とする。

第８条第５号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行期日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例によ

る改正前の第３条（第４号に係る部分に限る。）及び第８条（第５号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。
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議案第４８号

三春町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

三春町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例（平成２８

年三春町条例第２８号）の一部を別紙のとおり改正する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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三春町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

の一部を改正する条例

三春町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例（平成２８

年三春町条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第２条中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「２年を」を「３

年を」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の三春町地方活力向上地域における固

定資産税の不均一課税に関する条例（以下「新条例」という。）第２条の規定は、

令和４年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。

（経過措置）

２ 新条例第２条の規定は、適用日以後に新設され、又は増設された設備について適

用し、適用日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
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議案第４９号

三春町地区公共施設設置条例の一部を改正する条例の制定について

三春町地区公共施設設置条例（昭和５６年三春町条例第１９号）の一部を別紙のと

おり改正する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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三春町地区公共施設設置条例の一部を改正する条例

三春町地区公共施設設置条例（昭和５６年三春町条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条の表に次のように加える。

附 則

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

三春町防災避難施設管理棟 三春町大字貝山字泉沢１００番地の１２
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議案第５０号

田村広域行政組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、田村広域

行政組合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第２９０条の規定に基づき、

議会の議決を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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田村広域行政組合規約の一部を改正する規約

田村広域行政組合規約（昭和４０年組合規約）の一部を次のように改正する。

第５章中第１６条を第１７条とし、同章を第６章とし、第４章の次に次の１章を加

える。

第５章 事務の承継

（解散に伴う事務の承継）

第１６条 組合の解散に伴い生じる事務及び解散前に組合において処理した事務につ

いては、次のとおり承継する。

（１） 田村広域行政組合会館及び田村西部環境センターに係る公用文書の管理事

務については、三春町に承継する。

（２） 前号以外の事務については、全て田村市に承継する。

附 則

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
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議案第５１号

田村広域行政組合の解散に伴う田村広域行政組合会館、田村地方衛生処

理センター、田村広域行政組合地域イントラネット及び車両の財産処分

について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、田村広域行政組

合の解散に伴う田村広域行政組合会館、田村地方衛生処理センター、田村広域行政組

合地域イントラネット及び車両の財産処分を、関係市町と協議の上、別紙協議書のと

おり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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田村広域行政組合の解散に伴う田村広域行政組合会館、田村地方衛生処

理センター、田村広域行政組合地域イントラネット及び車両の財産処分

に関する協議書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、田村広域行政組

合の解散に伴う田村広域行政組合会館、田村地方衛生処理センター、田村広域行政組

合地域イントラネット及び車両の財産処分を次のとおり定める。

１ 田村市に帰属する財産

（１）田村地方衛生処理センターの建物、土地及び動産

（２）大越方部し尿等一時貯留槽の工作物

（３）車両 別表のとおり

（４）田村広域行政組合地域イントラネットに係る田村市使用機器一式及び当該市

内配線光ファイバ網一式

２ 三春町に帰属する財産

（１）田村広域行政組合会館の建物及び動産

（２）車両 別表のとおり

（３）田村広域行政組合地域イントラネットに係る三春町使用機器一式及び当該町

内配線光ファイバ網一式

３ 小野町に帰属する財産

（１）小野方部し尿等一時貯留槽の土地及び工作物

（２）車両 別表のとおり

（３）田村広域行政組合地域イントラネットに係る小野町使用機器一式及び当該町

内配線光ファイバ網一式
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この協議を証するため、当事者それぞれ記名押印する。

令和 年 月 日

田村市長 白 石 高 司

三春町長 坂 本 浩 之

小野町長 村 上 昭 正
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（別表）

田村広域行政組合保有車両の帰属先

帰 属 先 用 途 車 種 台 数

田 村 市

乗 用 小型乗用自動車 １台

特 種 バキューム車（２ｔ車） ５台

特 種 バキューム車（４ｔ車） ４台

特 種 バキューム車（５.５ｔ車） １台

三 春 町

乗 用 小型乗用自動車 １台

特 種 バキューム車（２ｔ車） ２台

特 種 バキューム車（３ｔ車） １台

特 種 バキューム車（４ｔ車） １台

小 野 町

乗 用 軽自動車 １台

特 種 バキューム車（２ｔ車） ２台

特 種 バキューム車（３ｔ車） １台

特 種 バキューム車（４ｔ車） １台

特 種 バキューム車（８ｔ車） １台
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議案第５２号

令和３年度三春町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和３年度三春町水道事業会計決算に伴う未処分利益剰余金を、地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和３年度三春町水道事業

剰余金処分計算書（案）のとおり処分することについて議会の議決を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

議案第５３号

令和３年度三春町宅地造成事業会計剰余金の処分について

令和３年度三春町宅地造成事業における剰余金を、地方公営企業法（昭和２７年法

律第２９２号）第３２条第３項の規定により、令和３年度三春町宅地造成事業剰余金

処分計算書（案）のとおり処分することについて議会の議決を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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議案第５４号

令和４年度三春町一般会計補正予算（第４号）について

令和４年度三春町一般会計予算を別紙のとおり補正する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

議案第５５号

令和４年度三春町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

令和４年度三春町国民健康保険特別会計予算を別紙のとおり補正する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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議案第５６号

令和４年度三春町病院事業会計補正予算（第２号）について

令和４年度三春町病院事業会計予算を別紙のとおり補正する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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同意第１６号

教育委員会教育長の任命につき議会の同意を求めることについて

教育委員会教育長に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

記

住 所 郡山市鳴神二丁目２１番地

氏 名 添田 直彦

生年月日 昭和３３年１２月１５日生
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同意第１７号

教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて

教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

記

住 所 三春町大字下舞木字西ノ内４１番地の９５

氏 名 草野 エリ

生年月日 昭和５４年８月９日生
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同意第１８号

固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いて

固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

記

住 所 三春町大字蛇石字金水８３番地

氏 名 宗像 正英

生年月日 昭和２６年１２月１７日生
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諮問第２号

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

人権擁護委員として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第

１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

記

住 所 三春町大字貝山字泉沢１００番地

氏 名 管野 正秀

生年月日 昭和２９年１０月７日生
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諮問第３号

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

人権擁護委員として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第

１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

記

住 所 三春町字深田和１５１番地の２８

氏 名 高玉 旭

生年月日 昭和３５年５月１０日生
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認定第１号

令和３年度三春町一般会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町一般会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に

付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

認定第２号

令和３年度三春町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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認定第３号

令和３年度三春町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

認定第４号

令和３年度三春町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町介護保険特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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認定第５号

令和３年度三春町町営バス事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町町営バス事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

認定第６号

令和３年度三春町放射性物質対策特別会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町放射性物質対策特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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認定第７号

令和３年度三春町病院事業会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町病院事業会計歳入歳出決算について、地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

認定第８号

令和３年度三春町水道事業会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町水道事業会計歳入歳出決算について、地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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認定第９号

令和３年度三春町下水道事業等会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町下水道事業等会計歳入歳出決算について、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

認定第１０号

令和３年度三春町宅地造成事業会計歳入歳出決算認定について

令和３年度三春町宅地造成事業会計歳入歳出決算について、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之
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報告第６号

令和３年度財政の健全化に関する比率の報告について

令和３年度財政の健全化に関する比率について、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及び同法第２２条第１項の規定に

より、別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之

記

健全化判断比率 （単位：％）

※上段は町の健全化判断比率。「－」で表示されているのは赤字が生じていないこと

を意味する。 下段（ ）は早期健全化基準。

資金不足比率 （単位：％）

※上段は町の資金不足比率。「－」で表示されているのは資金不足が生じていないこ

とを意味する。 下段（ ）は経営健全化基準。

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

―

（１４．８２）

―

（１９．８２）

７．４

（２５．０）

１０．４

（３５０．０）

水道事業会計 下水道事業等会計 病院事業会計 宅地造成事業会計

―

（２０．０）

―

（２０．０）

０．７

（２０．０）

―

（２０．０）
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報告第７号

令和３年度三春町第三セクターの経営状況報告について

令和３年度三春町第三セクターの経営状況について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の３第２項及び三春町第三セクター管理条例（平成１２年三春

町条例第３３号）第６条第１項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和４年９月２日提出

三 春 町 長 坂 本 浩 之


